
令和４年４月 20 日 

新型コロナウイルス感染症に関する出席停止について 

陽性：症状が出た日を０日とし、１０日間 

濃厚接触者：症状が出た日、または、陽性者と隔離後７日間 

（ただし医療機関、保健所の指示や判断優先） 

【体調に関して】 

・生徒自身が 発熱がある場合⇒出席停止 

発熱はないが、風邪症状等（腹痛を含む）がある場合⇒出席停止 

・家族が   発熱、風邪症状等がある場合⇒本人に症状がなければ出席可。 

※ただし、自主的欠席は出席停止 

【PCR検査・抗原検査の検査待ち】 

・生徒自身が 陽性の場合 ⇒ 出席停止（陽性となります。） 

       陰性の場合 ⇒ 登校可能 

・家族が   結果が出るまでの期間 ⇒ 生徒自身に症状がなければ登校可能 

陽性の場合 ⇒ 出席停止（濃厚接触者） 

陰性の場合 ⇒ 登校可能 

【陽性の場合】⇒出席停止 

※２日前（本校は校医の指示により、３日前）の行動履歴の確認の必要なし 

※生徒が使用した場所の消毒 

【濃厚接触者の場合】 

・生徒自身が濃厚接触者となった場合 ⇒ 出席停止 

・家族が  有症の場合 ⇒ 出席停止 

      無症の場合 ⇒ 登校可能（ただし、本人も無症状であること） 

※体調不良による総体に関しては兄弟姉妹を下校させる必要はありません。 

※合理的な理由による欠席（本人、家族に基礎疾患がある等）⇒出席停止 


